
シンセシオロジー　研究論文

−200− Synthesiology　Vol.4 No.4 pp.200-208（Nov. 2011）

1　はじめに
地質学とは、19 世紀前半に書かれたチャールズ・ライエ
ルの「地質学原理」の冒頭にあるように、過去に地球で起
きた一連の変化を研究する科学である。地質学の人類に対
する最大級の寄与は悠久なる時間（ディープ・タイム）の発
見であり、岩石や地層に残された記録から、約 46 億年に
及ぶ地球の歴史をひもといてきた。地質学が得意とするこ
とは数千年から数百万年という長期の時間尺度で自然現象
をとらえて研究対象地域の成り立ちを理解することで、古く
は石油・金属等の資源探査や近年は地震・火山等の地質
災害の軽減へと成果が活用されることが多かった。
一方で、社会的な要請の変化から地質学が対処すべき
新たな課題が生じている。それは原子力発電から生じた
放射性廃棄物を人間の生活環境から隔離された地下に埋
設する地層処分であり、この処分が安全であるためには
将来数十万年を超える長期にわたって地下の地質環境が

安定であることが求められる。このような時間尺度の安全
性を人工的な構造物で囲い工学的に担保することは不可
能であり、地下の地質環境そのものが放射性廃棄物に対
する天然のバリアとして十分に機能することで安全な処分
が成立する。つまり地層処分で求められる長期の安定性
評価に答えられるのは地質学的な知見であり、これを最大
限に活用した安全規制・安全審査なくしては、地層処分
はなし得ない。図 1は地層処分立地調査の調査評価項目
と閉鎖後の安全確保の関係を概略的に示したものである。
この論文では、この安全確保の考えにしたがい、地層処
分の安全審査で求められる地質学的な調査・評価項目の
抽出と、対象となる地質事象のモデルの構築に基づく長期
の将来予測の方法論について記述する。

2　地層処分とは？
日本の法令では、さまざまな放射性廃棄物を放射能レ
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ベルによって二つの処分施設のいずれか、すなわち第一種
廃棄物埋設施設または第二種廃棄物埋設施設に処分する
ことが決められている。前者は、いわゆる地層処分と呼ば
れるものであり、長期にわたり廃棄物を生物圏から隔離す
る必要のある場合にとられる処分方法で、地下 300 m 以
深に廃棄物を埋設する。対象となる廃棄物は、高レベル放
射性廃棄物と低レベル放射性廃棄物の一部（長半減期低
発熱放射性廃棄物）である。高レベル放射性廃棄物は、
使用済核燃料を再処理する過程で生じた高レベル放射性
廃液をガラス固化したもので、半減期の長い核種を含むた
め放射性廃棄物としての「寿命」はとても長いことに特徴
がある。そして、このことが地層処分という人による管理を
前提としない処分方法を選択する基本的な理由となってい
る。高レベル放射性廃棄物の放射能がもとのウラン鉱石（品
位 1 % の高濃度のもの）の放射能レベルまで下がるのには
発電後 10 万年程度を要するものとされている [1]。一方、第
二種廃棄物埋設とは、人の介在を前提とした管理処分であ
り、比較的浅い地下に前述以外の低レベル放射性破棄物
を埋設する。

放射性廃棄物の処分の形態は廃棄物の種類によって異
なるが、いずれの場合も廃棄物による一般公衆の被ばくを
所定値以下にし、かつ合理的に可能な限り低く保つもので
なければならない [2]。これを基本的な安全性と考え、その
安全性を確保するために、最終処分場では廃棄体そのも
のを含む人工的なバリア（「人工バリア」）とその周辺の地
層等（「天然バリア」）から構成される多重のバリアが構築
される計画である [3]。人工バリアは放射性核種をできるだ
け長く保持し、天然バリアへの放出を緩慢にさせる役割を
もつ。また、天然バリアは単に物理的に放射性核種を生物
圏から隔離するだけでなく、たとえば人工バリア環境を長
期にわたり一定の環境に保つための安定した外部条件を提
供することも期待されている。このように、これらのバリア
は相補的に機能することが期待され、廃棄体そのものとそ

の周囲にある多重バリアの全体を一般に処分システムと呼
ぶ。地層処分の場合、閉鎖後の処分システムの安全性評
価の対象期間は数十万年を超えるとされるが、そのような
長期の安全性をいかに示すのか、いかなる基準を設けるべ
きなのかが大きな問題となる。

日本における高レベル放射性廃棄物の地層処分の事業
化は 2000 年 6 月に制定された「特定放射性廃棄物の最終
処分に関する法律」（「特廃法」）に基づいている。この法
律では、次に示す 3 つの段階を経てサイト選定を進めるこ
とが定められている。

①概要調査地区の選定：文献その他の資料による調査
（文献調査）を行い、文献調査の対象となった地区の
中から概要調査地域を選定する。

②精密調査地域の選定：概要調査地区について、地表踏
査、ボーリング、トレンチの掘削や物理探査等地表から
の調査を行い、概要調査地区の中から精密調査地区を
選定する。

③最終処分施設建設地の選定：精密調査地域について、
地上での詳細な調査に加え、実際に地下に施設を建設
し、地層の物理的および化学的性質の調査等を行い、精
密調査地区の中から最終処分施設建設地を選定する。

　また、特廃法に基づき処分を実施する組織として2000年
10月に原子力発電環境整備機構（NUMO）が設立されてい
る。同機構は2002年12月から全国の市町村に対し処分候
補地の公募を行っているものの、2011年10月現在、公募に
応じた自治体はない。

3　FEP（Feature、Event and Process）に基づく日
本の地層処分における地質学的課題の抽出

日本における地層処分の最大の関心事の一つは「地震
等が頻発する我が国で安全性を十分に確保した地層処分
が可能なのか」という点にあろう。地層処分の安全確保で
は、当然ながら、処分施設を設置する地域の地質環境が
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図 1　地層処分における立地選定調
査の調査項目と閉鎖後の安全確保と
の関係
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長期にわたり安定していることが必要である。特廃法でも
「地震、火山、隆起、侵食その他の自然現象による地層
の著しい変動の記録がないこと」、「将来にわたって、これ
らの自然現象による地層の著しい変動が生じるおそれが
少ないと見込まれること」を処分候補地に求めている。す
なわち、地層処分では、高レベル放射性廃棄物を地震等
の自然現象の影響が及ばない安定した地質環境へと隔離
することが重要となる。そのためには、地層処分システム
が将来 10 万年を越えるような地質環境の長期変動によっ
てどのような外的影響を受けるかを網羅的かつ定量的に評
価することが求められよう。産総研深部地質環境研究コア
およびその前身の深部地質環境研究センターでは、経済産
業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会原子
力安全・保安部会の下に設置された廃棄物安全小委員会
での地層処分に関する安全規制の検討に必要な知見の取
りまとめを行ってきた。

図 2 は、 経 済 協 力 開 発 機 構 原 子力 機 関（OECD/
NEA）の作成した地層処分についての国際 FEP リストを
もとに、我が国の場合の地層処分システムに外乱として影
響を及ぼし得る事象を特定した相関図である [4]。FEP は
大きくは地球の内部エネルギーに原因がある「F1.2.01 構
造運動・造山運動」を起因とする地質関連 FEPと、太陽
の入射エネルギーに原因がある「F1.3.01 地球規模気候変
動」を起因とする気候関連 FEP に区分される。図 2 では、
これらを左右に配置し、下流の最下段に処分システム領域
を置いている。一つの出来事がプロセスを経て次の出来事
を引き起こし（図中の矢印）、これがさらに次のプロセス、
出来事を誘発するという一連の事象（シナリオ）ととらえら
れるようにしている。なお、図 2 中で因果関係の矢印で結

ばれていない括弧付きの FEP は、日本の場合、ほとんど
影響を無視し得るとして検討から除いたものである。

上記の処分システムに影響を与える地質および気候関連
事象の検討を経て、深部地質環境研究センターでは、さら
に 2007 年に「概要調査の調査・評価項目に関する技術資
料」を公表した（http://www.gsj.jp/GDB/openfile/files/
no0459/0459index.html）[5]。この資料は特廃法の定める
概要調査（精密調査地区選定段階における地表からの各
種調査）において、閉鎖後の処分場の安全確保に必要な
評価項目と調査手法を明示したことに特色があり、以下の
項目を抽出している。

①侵食・堆積および海面変化
・予測侵食量が埋設深度以上となり、廃棄体が地表に

露出する可能性のある地域は、避ける必要がある。
・隆起・沈降および氷河性海面変化による相対的海面

変化により、将来放射性物質を閉じ込めておく機能
に影響を与える可能性のある地下水の流動あるいは
水質の変化が予想される地域は、相対的海面変化の
影響について考慮する必要がある。

・隆起・沈降に影響を与えるテクトニクスについて、将
来におけるその安定性を考慮する必要がある。

②地震活動
・第四紀に活動した断層の存在が明らかとなった地域

では、断層沿いのずれ破壊により廃棄体が直接破損
する可能性があり、その断層の影響の及ぶ範囲は避
ける必要がある。

・第四紀に活動したものでなくとも、地表やその地下に
大規模な断層が存在する場合は、その断層の再活動
性や誘発変異の可能性が想定されるので、ずれ破壊
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の影響が及び得る範囲を考慮する必要がある。
・地震活動により、将来放射性物質を閉じ込めておく

機能に影響を与える可能性のある地下水の流動ある
いは水質の変化が予想される地域は、地震活動の影
響について考慮する必要がある。

・地震活動に影響を与えるテクトニクスについて、将来
におけるその安定性を考慮する必要がある。

③火山・マグマ活動
・第四紀火山の存在が明らかとなった地域は、噴火に

より廃棄体が直接破損あるいは地表に放出される可
能性があり、避ける必要がある。

・第四紀火山が存在しなくとも新たに火山が出現し得
る地域は、噴火により廃棄体が直接破損あるいは地
表に放出される可能性があり、避ける必要がある。

・第四紀火山の周辺あるいは巨大噴火の可能性のあ
る範囲の周辺で、将来放射性物質を閉じ込めておく
機能に影響を与える可能性のある地下水の流動、水
質の変化あるいは地温の変化が予想される地域は、
火山・マグマ活動の影響について考慮する必要があ
る。

・火山・マグマ活動に影響を与えるテクトニクスにつ
いて、将来におけるその安定性を考慮する必要があ
る。

④深部流体
・深部流体の活動により、将来放射性物質を閉じ込め

ておく機能に影響を与える可能性のある地下水の流
動あるいは水質の変化が予想される地域は、深部流
体の活動の影響について考慮する必要がある。

・深部流体の活動に影響を与えるテクトニクスについて、
将来におけるその安定性を考慮する必要がある。

⑤泥火山
・第四紀に活動した泥火山の存在が明らかとなった地

域は、噴火により廃棄体が直接破損あるいは地表に
放出されることが懸念されるので、避ける必要があ
る。

（泥火山＝異常に高い間隙水圧をもつ泥が、地下水、
ガス、時には石油とともに地表に噴出する現象）

⑥マスムーブメント
・大規模なマスムーブメントの兆候が概要調査で明ら

かとなった地域では、斜面変動に伴うクリープやず
れ破壊により廃棄体が直接破損することが懸念され
るので、クリープやずれ破壊の影響が及ぶ範囲は避
ける必要がある。

（マスムーブメント＝地表における物質移動の総称で、
地すべりや土石流等を含む）

4　長期的な将来予測の方法論
4.1　基本的考え方

すでに述べたように地層処分の安全性評価では、数
十万年以上先まで地質および気候関連事象の将来予測を行
う必要がある。例えば地震活動の評価では、問題とする時
間スケールによって、短期（直前〜約 1 年）と長期（約 1 年
〜 100 年程度）の評価に分類されることがあるが、この区
分けにしたがえば地層処分で行うべき予測は超長期と呼ぶ
べきものである。地震活動の評価の方法論は評価期間に
よって違いがあり、短期評価では地球物理学的・測地学的・
地球化学的・水文学的観測が主な手法である。これに対
し、長期評価では、過去の歴史からの統計的推論が主な
手法となってくる。日本では、1995 年の兵庫県南部地震以
後、地震の長期評価が積極的に進められ、プレート境界
地震や主要活断層沿いの地震については発生確率で評価
できるようになってきた（地震調査研究推進本部；http://
www.jishin.go.jp/main/p_hyoka02.htm）。しかし、今回
の東北地方太平洋沖地震（M9.0）が“想定外の事象”であっ
たように、今の長期評価自体が防災上も十分に機能してい
たとは言いきれない。ましてや、既存の長期予測をそのま
ま超長期に外挿しようにも、長期評価の元になる初期条件
や再来間隔が超長期に一定であるかどうか不確実性が大き
く、信頼性のある評価とは現状ではなり得ない。それゆえ
10 万〜 100 万年という超長期の時間を取り扱うには、統計
的推論以外にも地質学的な各種の調査が必要となる。

地層処分における地質および気候関連事象の将来予測
では、評価対象地域で過去に起きた事象の地質学的な変
動傾向を明らかにし、これを将来に外挿することが基本と
なる。将来 10 万〜 100 万年間に外挿するのであれば、こ
れと同じかこれ以上の過去にまで遡る必要があろう。その
上で統計的推論に十分な質・量の事象の活動履歴が得ら
れれば、地震の長期評価のように確率的な評価もできるよ
うになるかもしれない。しかし、すべての活動履歴が地質
学的に保存されているわけではなく、十分な履歴が得られ
ないケースのほうが圧倒的に多い。そのため、限られたデー
タから将来予測を行わなければならず、必ずしも定量的な
扱いが可能ではないことは考慮しておく必要がある。例え
ばプレート境界地震では、活動履歴は歴史記録や津波堆
積物に頼るしかなく、地質学的な痕跡を地表調査から長期
間にわたり捉えることには限界がある。また、活断層沿い
の大地震も、断層と被覆層の関係によっては、1 万年内程
度の活動履歴しか得られず、評価期間に比べて情報量が
不足するケースが多いと予想される。変動地形学的に侵食
履歴を明らかにする場合も、評価期間に見合うだけの十分
な編年された指標地形面が、評価対象地域やその周辺に
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必ずしもあるとは限らない。水文地質学的変動に至っては、
過去の変動がすべて合算された現在値のみが観測され、
ここから個々の変動履歴を分離することが困難なケースが
ほとんどである。

このように統計的推論によって変動履歴を超長期の将来
に外挿することが困難な場合には、超長期にわたる評価対
象地域の地質環境の安定性を担保する別の説明が必要に
なろう。例えば地震活動や侵食を加速させる隆起運動の状
態を記述できる評価対象地域の構造発達史のモデルを確
立することで、定性的な将来予測像を示すことが求められ
る。また、水文地質学的変動では、年代軸の入った水質
形成のメカニズムを確立することで、唯一定性的な将来予
測が可能になる。具体的にどのような将来予測モデルが必
要かは地域の地質特性によって異なるので、その場所に対
応した予測論理を地域ごとに考える必要があろう。
4.2　日本の火山活動を対象にした長期変動履歴の解
析例

日本の火山活動を対象にした長期変動履歴の解析・評
価手法の開発のため、島弧の典型的な断面モデルとして、
2004 年から、東北南部の太平洋側から日本海側に至る地
域の火山活動の時空分布に関する研究を実施してきた。こ
の解析例を以下に示す。

日本には活火山（過去およそ 1 万年以内に噴火した、あ
るいは噴気活動の活発な火山）が 100 余個、“第四紀”（旧
定義による過去 170 万年前から現在まで）に噴火した火山
が 200 個を越えて存在する（図 3）。ただし、火山は日本
列島に一様に分布するわけではなく、プレートの配置に支
配され偏在する傾向が顕著である。すなわち、日本列島の
第四紀火山は、プレートの沈み込み境界から陸側プレート

内に 200 〜 300 km 離れた位置にある火山フロント上に最
も密に分布し、火山フロントと沈み込み境界の間（前弧側）
には火山が分布しない。また、火山フロントから反対の背
弧側に離れるほど火山の分布がまばらになる傾向も顕著で
ある。原子力発電環境整備機構では処分候補地の公募に
あたって、火山活動の影響を避ける目的で「第四紀火山の
中心から半径 15 km の円の範囲内にある地域が含まれな
い」ことを条件としている [6]。しかし、数十万〜 100 万年
先の将来の火山活動を考える際に、このような排除要件だ
けでその影響を避けることは可能であろうか？ 次に火山活
動の時空分布の具体的な解析例を基に考えることとする。

火山活動の噴火履歴を解析する際には、横軸に時間、
縦軸に積算マグマ噴出量をとったいわゆる噴出量階段図を
作成する。図 4 はその例として、東北日本南部の代表的な
活火山である安達太良火山のマグマ噴出物を対象に作成し
たものである [7]。各マグマ噴火イベントは地質学的には一
瞬であるので縦の直線、非噴火時はマグマ噴出がないの
で横の直線で示される。図 4.1）はおよそ10 万年前まで遡っ
た噴出量階段図で、破線で示した平均的な噴出率が示すよ
うに一定の頻度で噴火が繰り返されたことが階段図から覗
える。しかし、同火山について 10 万年を超える時間尺度
まで履歴を拡張すると、図 4.2）のように 12 万〜 20 万年
前に大きな活動休止期があり、10 万年前までの平均的な
噴出率は過去に延長できない。20 万〜 26 万年前、32 万
〜 43 万年前には別のマグマ活動時期が存在したが、個々
の平均的噴出率は活動期ごとに異なり、10 万年前までの
安達太良火山の活動がそのまま一定率を仮定して過去には
外挿できないことが明らかである。言い換えると、個々の
活動期を支えるマグマ供給系には寿命があり、10 万年を超
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図 3　産総研情報公開データベース「日本の
第四紀火山」のインデックス図
赤色の三角が第四紀火山。
http://riodb02.ibase.aist.go.jp/strata/VOL_JP/index.htm

図 4　福島県、安達太良火山の噴出量階段図
1）と2）とも同火山の噴出物を対象にしているが、横軸の時間尺度が異なることに注意
されたい。2）のグラフは 1）のグラフを包有している。山元・阪口 [7] を一部改変。
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えるような将来予測においては、現在活動中の活火山では
なく、活動していない火山の再活動評価が重要になってく
ることを示唆していよう。

図 5 は、安達太良火山を含む東北日本南部における前
期更新世初頭の約 180 万年前から現在までの火山の時空
分布変遷を示している [8]。この間の火山の分布パターンの
特徴でまず重要なことは、火山フロントの位置はほとんど
変化せず、フロント沿いには絶えず火山が存在しているこ
とである。一方で背弧域の火山の分布は区間ごとに大きく
異なり、前期更新世に背弧域で活動していた火山は、中
期更新世の前半には活動を停止している。中期更新世後
半の 30 万年前以降になると新たな背弧域火山活動（沼沢
火山・砂子原カルデラ火山）が始まるものの、その位置は
それまでの火山活動の空白域であることに注目しなければ
ならない。すなわち、時間を30 万年前まで遡ったとすると、
沼沢火山や砂子原カルデラ火山は「既存の第四紀火山の中
心から半径 15 km の円の範囲内」の外側に新規に出現し
ており、この要件だけでは火山活動を立地で排除できない
ことを意味している。図 5 の東北日本南部の火山の時空分
布変化を理解するためには、さらに時間尺度を拡張して地
域全体のマグマ噴出率の傾向を見てみる必要がある。図 6
はその結果で、横軸の時間目盛りは 100 万年単位、縦軸に
は火山フロント沿いの那須火山群から背弧側の沼沢火山に
かけての会津地域におけるすべての火山からのマグマ噴出
量の総和をとっている [9]。図 6 の地域全体の噴出量階段図
から明らかなことは、この地域の破線で示される長期的な
マグマ噴出量率が 100 〜 200 万年間隔で起きる一度の噴
出量が 100 km3 を超える巨大噴火に支配されていることで
ある。噴出箇所には直径が 10 km を超える大型の陥没構

造（カルデラ；図中のピンク色部）が 60 km× 50 km の範
囲に折り重なるように形成されおり、その活動は 1000 万年
前にまで遡ることができる [10]。沼沢火山や砂子原カルデラ
火山の出現は、この火山活動域の中で起きたものであり、
第四紀の火山に限定した活動履歴の調査のみからはその
位置付けを捉えることはできないものである。ここで例示
したような事象の階層構造の存在は、単純な変動履歴の
外挿のみの将来予測の難しさをよく表している。数十万〜
100 万年先の将来予測にある不確実性を軽減するために
は、評価期間を大きく遡った対象地域の構造発達史を理解
し、“想定外の事象”を極力避ける努力が求められよう。
4.3　確率論的評価の限界：事象の地質学的理解に踏み
込んだ将来予測の必要性

米国では、2002 年にネバダ州ユッカマウンテンが高レベ
ル放射性廃棄物処分地として決定され、2008 年 9 月より
処分場の建設認可に関する安全審査が始められた。しか
し、オバマ大統領のユッカマウンテン計画中止方針により、
2010 年 3 月に許認可申請の取り下げ申請が行われ、地層
処分は事実上中断している。このような経緯は別にして、
ユッカマウンテンでは安全評価において大きな地質学的問
題があったことは、我が国の地層処分においても再考して
おく必要がある。それは、ユッカマウンテン・サイトが第四
紀にも活動している玄武岩マグマの単成火山群内にあるた
め、サイトを対象とした火山活動のさまざまな影響評価を
行わざるを得なかったことである。実施主体である米国エ
ネルギー省（DOE）は、カルデラを形成するような巨大噴
火は起こらないとする前提のもと、過去の単成火山噴火履
歴から平均的な噴火再来間隔を求め、サイトでの噴火確率
を評価している [11]。しかし、単成火山群の噴火活動は、

前期更新世
（177～78万年前）

中期更新世の前半
（78～30万年前）

中期更新世の後半以降
（30万年前～現在）

凡例

カルデラ火山

成層火山・溶岩ドーム群

火山フロント

139°E 140°E 141°E

飯士

砂子原
沼沢 安達太良

37°N

0 50 km

139°E 140°E 141°E

37°N

0 50 km

139°E 140°E 141°E

37°N

0 50 km

燧

図 5　東北日本南部における火山の時空分布変化
第四紀の期間中、火山フロントの位置はほとんど変化していない。一方、火山フロ
ントの背弧域では火山活動域が大きく変動し、特に 30 万年前以降では背弧域の
第四紀火山空白域でも火山が新規に出現した。Yamamoto[8] を一部改変。
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時間的にも空間的にも偏在しており、決して一様には起き
ていない。活動のピークや分布状況を考慮に入れるなら、
DOE の示す確率は明らかに過小評価であるとの強い指摘
があったのも当然のことであろう [12]。すなわち、確率値の
算定には時間尺度や空間尺度の取り方によって値が異なる
任意性があり、活動頻度の偏在性を説明する科学的な根
拠なしには、確率的な将来予測を行っても信頼性に乏しい
と言わざるを得ない。安易に火山活動の確率評価を東北日
本に当てはめた研究例も見受けられるが [13]、これらは第四
紀の火山の分布をそのまま一定の確率関数として外挿した
もので、この論文で示したような図 4 や図 5 の時空分布変
化やマグマ噴出量変化を考慮したものではない。

火山活動の評価では活動域の時空変化に合わせて、火
山活動の源である地下深部におけるマグマの発生条件も理
解しておく必要がある。この論文では詳しく触れないが、
前述の東北日本背弧域に新規出現した沼沢火山では噴出
物の化学組成変化に部分溶融度の上昇が認められ、地殻
の再加熱でマグマが生じたと考えられている [8]。また、東
北日本南部の会津地域の巨大カルデラ噴火では、下部地
殻の大規模な溶融と地殻の上下方向の再配列が大量のマ
グマ形成時に起きたことが同じく噴出物の地球化学的特性
から示され、地震学的に示される地下の温度構造との対応
が良い [9]。火山活動の将来予測では、地質学的・地球物
理学的・地球化学的根拠からマグマ成因論にまで踏み込ん
だ評価が求められるのは当然であり、理論的裏付けのな
い数あわせだけの確率評価はその意味付けが問われるだ
けでなく、ユッカマウンテン計画のような無用の混乱をもた

らしかねないことに留意すべきである。

5　まとめ
原子力発電の結果として放射性廃棄物がすでに多量に

国内に存在し、今も発生し続けている以上、これを早急か
つ効果的に処分せざるを得ない状況下に私達はある。特
に地層処分では、埋設する地質環境の長期安定性評価と
いう課題以外にも、事業そのものの社会的な合意形成が
不可欠である。安全性の説明責任が事業者にあるのは当
然のこととして、規制当局にも事業者の事業許可申請が妥
当なものであるのか否かの判断能力を有し、かつそのこと
を社会に公にしておくことが合意形成のために求められよ
う。産総研深部地質環境研究コアは国の規制支援研究を
担っており、研究成果を技術支援として安全規制へと反映
させることを目的としている。特に、数十万年先の将来予
測という一般国民の日常感覚を超えた時間尺度での安全
性の考え方の提示は、地質学に基礎を置く深部地質環境
研究コアが責任をもって解決すべき課題であると自認して
いる。地質事象は、稀頻度事象（起こる頻度の低い事象）
であっても、その事象が起きた場合の社会への影響が極
めて大きくなり得ることは、今回の東北地方太平洋沖地震
の教訓も踏まえなければならない。この論文はこのような
背景から、地層処分における地質学的課題と将来予測の
方法論について述べた。特に処分システムに影響を与える
天然事象の評価では、候補地におけるジャスト・ヒストリー
としての地質構造発達史の復元が重要で、十分な尤度を持
つ時間尺度で評価することが、“想定外の事象”を排除す
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図 6　東北日本南部の会津地域全体を対象にした噴出物階段図
長期的なマグマ噴出率は、100 〜 200 万年間隔で起こる右のカルデラ（赤線部）を形成するような巨大噴火が支配している。
Yamamoto[9][10] を一部改変。
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この論文は、構成学としては対象となるタイムスケールがかなり長
い自然事象に対する人間活動の影響評価についての方法論という観
点からとらえることができます。

地質事象は、稀頻度事象であっても、その事象が起きた場合の社
会への影響が極めて大きくなり得ることは、今回の東北地方太平洋
沖地震の教訓が示すところでもあり、今後の社会の対応が強く求めら
れている重要な課題です。

この論文では、具体的には地層処分の安全審査で求められる地質
学的課題を例として、一つの出来事がプロセスを経て次々に出来事を
誘発するという一連の事象（シナリオ）に基づく課題の抽出の方法、
対象となる地質事象の確率論的手法の限界、これを解決するための
地質事象の成因モデルの構築に基づく長期の将来予測の必要性につ
いて記述しています。

内容としては構成学として極めて重要な視点を提供していると考え
られます。査読の過程で、より一般化された方法論としての特徴を明
確にするように改善がされました。

議論2　この研究の意義
コメント（小野 晃：産業技術総合研究所）

原子力発電に伴う放射性廃棄物の処分に関して、安全性の評価の
ために地質学の要素技術を統合・構成し、評価の方法論を提示した
優れた研究と思います。

福島第一原子力発電所の事故からも明らかになりましたが、原子
力発電所の立地や廃棄物処分地の選定には規制当局の判断だけでな
く、国民全体や関係する自治体の意向がとても重要です。そしてこれ
らの判断は、科学的な根拠に基づいてなされるべきと考えます。そ
の意味で科学的研究の成果が、規制当局に対してだけでなく、広く
国民に共有されることが望ましく、この論文が広く分野を超えて読ま
れ、参照されることを期待します。

議論3　廃棄物処分地の決定に至る全体プロセスとこの研究の位
置付け
コメント2（小野 晃）

放射性廃棄物の処分地を決定するまでには、多くの関係者が関わ
るとのことですので、決定に至るプロセス全体を示し、その中でこの
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研究がどのような位置付けにあるかを示していただけると読者にとっ
て分かり易いと思います。

回答（山元 孝広）
コメントにしたがい、この研究と地層処分における閉鎖後の安全

確保の関係を示す図 1を追加しました。地層処分事業の進め方、す
なわち最終処分地選定手順は特廃法により規定されており、処分地
の選定自体は実施主体である原子力発電環境整備機構（NUMO）
が実施しますが、安全規制の中身は確定していません。この研究の
最終的な目標は、処分地選定調査における調査・評価項目の選定と
各項目の判断指標を確立することです。例えばこの論文に示したよう
に、火山活動が起き影響を被る場所や将来新たに火山活動が起こる
恐れのある場所は処分地に相応しくありません。そのことをどのよう
にして評価法として確立するのかの方法論がこの研究の主題です。

議論4　将来世代に対する現世代の責任
質問（小野 晃）

この論文では、放射性廃棄物の処分の安全性を将来数十万年から
百万年の時間範囲で評価する必要性があり、その根拠は、高レベル
放射性廃棄物の放射能レベルが自然に存在する放射性物質のレベル
まで減衰することと記述されています。この時間範囲を経過したとき
には、おそらく現生人類は別の進化段階にまで達している可能性が
ありますし、ましてや現在の文明や文化、民族等は跡かたもないと想
像されます。この論文は、そのような遠い将来においても、現在の人
類はその時の地球環境や生物圏に関して責任をもつべきだという考え
に基づいていると思いますが、その考えの妥当性に関して筆者はどう
お考えですか。

回答（山元 孝広）
今の原子力発電の恩恵に浴した世代が、その廃棄物の処分に責任

をもつことは当然のことと考えます。福島第一原子力発電所の事故以

降、脱原発依存の世論が高まっていますが、廃炉のためには各原発
にすでに存在する放射性廃棄物の処分を避けては通れません。単に
発電を止めれば「脱原発」が達成されるわけではなく、廃棄物の最
終処分まで私達の世代が責任をもつことが原発を継続する上でも、
廃止する上でも必要になります。

さて、ご指摘の将来の人間活動についてですが、地層処分の閉鎖
後の安全評価ではこのことも念頭においた検討を諸外国同様に日本
でも行っています。例えば、図1の「地質環境に関する調査・評価項目」
に鉱物資源とありますが、これは将来の人間活動による廃棄体との
接触を避けるために、掘削の可能性のある地下資源の存在を排除要
件として設定しているからです。

議論5　将来におけるリスク発現の評価のシナリオ
質問（小野 晃）

将来のある時点で、処分した放射性廃棄物がヒトに与えるリスク
は、その時点の放射性物質の放射能のレベルと、放射性物質がヒト
に影響を与える状況に成り得る可能性の積になるのではないかと考え
ます。

放射性物質の放射能のレベルは原子核物理のデータから対数的に
減衰することが推定できます。一方廃棄物に由来する放射性物質がヒ
トに与える状況に成りうる可能性は地質学の問題ですが、具体的に
はどのようなシナリオでリスクを評価するのでしょうか。

回答（山元 孝広）
地層処分における天然バリアは、距離的な隔離のみを担うわけで

はありません。地下深部に埋設された人工バリアを含む廃棄体は埋
設後の腐食により、いずれその機能が失われます。その後、放射性
物質は地下水により天然バリア中を移動する過程で、鉱物の吸着能
による遅延効果や、地下水による希釈等により、地表の生活環境に
到達するまでに放射能が十分減衰することが期待されています。閉
鎖後の安全評価はこのような地下水移行シナリオが基本となります。




